
パブリックコメント等の意見聴取を踏まえた修正箇所 

 

ページ 施策体系の区分 修正後 修正前 

88 

 

基本目標１ 

地域の支え合い・担

い手づくり 

 

施策の方向性（４） 

人権尊重と心のバ

リアフリーの推進 

 

 

今後の方向性 

市民一人ひとりが、地域に暮らす高齢

者、障害のある人、外国人、性的少数者等

の多様な人々に対する理解を深め、人権

意識を持ち、互いの個性を尊重し合える

地域となるよう、学校や地域における福

祉教育に取り組みます。 

 

今後の方向性 

市民一人ひとりが、地域に暮らす高齢

者、障害のある人、外国人等の多様な人々

に対する理解を深め、人権意識を持ち、互

いの個性を尊重し合える地域となるよ

う、学校や地域における福祉教育に取り

組みます。 

 

105 

 

基本目標３ 

適切な支援につな

げる体制づくり 

 

施策の方向性（１） 

総合的な相談支援

体制の充実 

 

 

今後の方向性 

市民が気軽に相談しやすい環境づくり

に取り組むとともに、個人や世帯、家族等

が抱える問題が複雑化する前に適切な相

談先につなげる仕組みやアウトリーチを

推進します。 

 

 

今後の方向性 

市民が気軽に相談しやすい環境づくり

に取り組むとともに、個人や世帯の抱え

る問題が複雑化する前に適切な相談先に

つなげる仕組みやアウトリーチを推進し

ます。 
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